
まち・ひと・しごと創生総合戦略について

＜目的＞

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し人口減少の歯止めと、東京圏一極集中を是正して将来に

わたって活力ある日本社会を維持するため、平成 ２６年１１月２８日に公布・施行

＜基本理念＞

国民が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができるよう、地域の実情に応じた環境の整備

結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるような環境の整備

仕事と生活の調和を図ることができるような環境の整備

地域の特性を生かした魅力ある就業の機会の創出 など

１ まち・ひと・しごと創生法

資料２－２

① まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画である、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を作成

② まち・ひと・しごと創生本部を設置し、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施

２ 法に基づく国の動向

① ひと咲き まち咲き あまがさき創生本部の設置

② まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案し、尼崎市の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策

についての基本的な計画である、尼崎版総合戦略を現在作成中

＜６つの基本目標＞

子ども・子育て支援の充実、 学校・社会教育と人材育成、 仕事の創出・就労と所得水準の

向上、 超高齢化社会への対応、 土地利用と公共施設の見直し、 シビックプライドの醸成

３ 法に基づく尼崎市の動向

尼崎版総合戦略のポイント

方向性は総合計画を基本とする
４つのありたいまち














